
❶ 事業場の所在地、名称を記
入してください。交付を受けよ
うとする事業場が本店ではな
く支店等の場合は、企業名
の後に支店名等を記入してく
ださい。

❷ 法人の場合は代表権を有す
る者の署名又は記名をしてく
ださい。

❸ 別紙１（3ページ参照）の
「国庫補助金所要額調書」
の❷「I 国庫補助所要額」
を記入してください。

❹ 賃金引上げ計画及び業務
改善計画の概要を記入して
ください。

❺ 申請するコースに○をつけて
ください。

❻ 生産性要件について該当区
分に○をつけてください。

※生産性要件については、交
付要領の別紙２を参照して
ください。

❼ 交付要領の別紙３の特例
事業者に係る特例要件の該
当の有無を記入してください。
交付要領の別紙３の②生
産量要件（売上げ等が前
年又は前々年と比較して
30％以上減少）に該当する
場合は交付要領の別紙3の
別添「事業活動の状況に関
する申出書」を提出してくださ
い。

業務改善助成金（通常コース）の交付を受けようとする事業者は、交付申請書（様式第1号）

に記載の書類（２ページ参照）を添えて、事業実施年度の別途定める日までに所轄労働局長に同

申請書を提出しなければなりません。申請後に、所轄労働局から「交付決定」又は「不交付決

定」の通知があります。交付決定の通知を受けとる前に業務改善計画の実施及び助成対象経費を

支出した場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。

なお、賃金引上げ（就業規則等の改正及び適用）は交付申請後から事業完了期日までであれば、

実施時期は問いません。
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交付申請書（交付要綱様式第1号） 1／2

業務改善助成金（通常コース）

交付申請書等の書き方と留意事項について
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❶❷ 法人の場合に記入してく
ださい。

❸ 日本標準産業分類に基づき
記入してください。
日本標準産業分類について
は総務省のホームページ
(http://www.soumu.
go.jp/toukei_toukats
u/index/seido/sangy
o/02toukatsu01_030
00023.html)をご覧くださ
い。
なお、助成金の対象となる
中小企業事業者かどうかは
４ページをご覧ください。

❹ 賃金を引き上げる労働者だ
けでなく、 申請時点で「⑤常
時使用する労働者の数」に含
まれる労働者全員について記
入してください。

❺ 事業場内最低賃金を引上
げる労働者だけでなく、引上
げ後の賃金額を下回る労働
者のうちコース額以上引上げ
る労働者も含めて人数を記
入してください。

❶ 消費税は※３に基づき税
抜か税込どちらか選択した
金額を記入してください。

❷ 「Ｈ 国庫補助基本額」の
金額から千円未満を切り捨
てた金額を記入してください。

❸ 該当する助成率に○をつ
けてください。

❹ 消費税について該当する
方に○をつけてください。
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事業実施計画書（交付要綱様式第1号別紙２） １／３

（別紙１） 国庫補助金所要額調書
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❻ 新たな事業場内最低賃金

を定めた条文を記入してくだ

さい。

❼ 新たな事業場内最低賃金

を定めた就業規則等の施行

日を記入してください。

❽ 生産性向上、労働能率の

増進に資するものであること

が分かるよう、できるだけ具

体的に記入してください。

➒ 別紙1「国庫補助金所要額

調書」（３ページ参照）の

❶「A 総事業費」と一致し

ます。

❿ 次ページ欄外の※１に基づ
き、導入機器等の納品日又
は助成対象経費の支払完
了日又は賃金引上げ日のい
ずれか遅い日を記入してくだ
さい。
なお、当年度末（3月末
日）までに事業完了するよ
う設定してください。

事業実施計画書（交付要綱様式第1号別紙２） ２／３
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❹ 生産性向上、労働能率の増
進に資するものであることが分
かるようできるだけ具体的に記
入してください。

❺ 欄外の※に基づき記入してく
ださい。

❻ 同一年度内に、同一の事業に
ついて国、地方公共団体など
の補助金の申請、交付決定、
支給を受けている場合には、
「有」に○をつけ、その名称を
記入してください。

❹

（別紙２) 事業実施結果報告 ２／２
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